
 

 

 
令和７年度  大学等貸与奨学生募集要項      

公益財団法人日本教育公務員弘済会島根支部  

１  趣旨  

公益財団法人日本教育公務員弘済会（以下、「（公財）日教弘」という。）は、公益事業の一環

として、高等教育機関（高等学校卒業資格以上の学校）に在学し、学資金の支払が困難と認められる

者に対して貸与奨学金事業規程に基づき、奨学金の貸与を実施する。 

これを受け、（公財）日教弘島根支部（以下、「島根支部」という。）は、次のとおり

募集する。  

 

２  対象者  

   次の (1)～ (3)のすべてを満たしている学生  

（１）親権を行う者 (奨学生志望者が成人の場合は、父母又は本人 )が島根県内に在住す

ること。ただし、奨学生志望者に不都合が生じる場合、奨学生志望者は親権を行う

者の在勤する都道府県支部に申請することができる。  

（２）国・公・私立の大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び

それらに準ずる学校（以下「学校」という。）に在学（既に在学している者のほか、

新たに入学を許可され入学手続を終えた者も含む。）し、学資金の支払が困難と認め

られる者。ただし、高等専門学校については、第４学年以上の在学生に限る。  

（３）応募年度の４月１日時点で 30 歳未満であること。  

 

３  貸与期間及び金額  

（１）貸与期間  

正規の最短修業期間とし、２（２）に示す学校に在学する期間を通算して４年以内  

 （２）貸与金額  

修業期間１年につき２５万円とし、最高限度額は１００万円  

 

４  採用決定等  

   採用は、島根支部が設置する奨学事業選考委員会の選考を経て、島根支部長が（公

財）日教弘理事長に推薦し、理事長が採用を決定する。  

   なお、予算の範囲内で第一次採用者と第二次採用者（（公財）日教弘より奨学金貸

与予算の再配分があった場合に限る。以下同じ。）を決定する。  

第一次採用者は６月下旬までに、第二次採用者は８月中旬までに「奨学生採用内   

定通知書」により該当者に通知する。  

 

５  交付時期等  

   第一次採用者は８月上旬（予定）に、第二次採用者は９月下旬（予定）に貸与額

全額を一括交付する。  

 

６  利息  

無利息（ただし、返還が遅れると１０（５）の延滞金が生じる。）

 

７  応募方法  

（１）応募期間  令和７年 4 月 10 日から令和７年 5 月 10 日（当日消印有効）まで  

（２）提出書類  

①奨学生申請書 (様式１ ) 

②貸与奨学生付属調査票 (様式４) 

③連帯保証人の収入に関する証明書  

（市町村発行の所得証明書や源泉徴収票等いずれも直近のもの）  

（所定の「収入及び所得証明申請書」による。）  

④在学証明書 (原本 ) 

   ＊①、②及び③の「収入及び所得証明申請書」は添付のものを使用すること  



 

 

（３）提出先・問い合わせ等  

〒690-0887  松江市殿町３３  

    公益財団法人日本教育公務員弘済会島根支部事務局  奨学金係  

     TEL ０８５２－２４－１０５９  

FAX ０８５２－３１－６０８９

        

８  返還方法  

（１）返還の始期  

原則として、その学校を正規の最短修業期間で卒業した年の１２月  

 （２）年賦での返済  

８年以内、ただし、借用金額が１００万円の場合には 10 年以内  

具体的な返還方法は、（次表）のとおり。   

       
返還回数  

借用金額  5回 8回 １０回 

１００万円 
  

１０万円／年 

７５万円 
 １０万円／年 

(最終回のみ５万円) 

 

５０万円 １０万円／年 
  

２５万円 ５万円／年 
  

 

９  その他  

（１）提出書類は返却しない。 

（２）提出書類は、（公財）日教弘の「個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」に基づき、秘密を

保持し目的以外には利用しない。 
 

10 注意事項  

（１）連帯保証人  

奨学金の申込みには連帯保証人が必要。  

  なお、貸与決定後に提出する「奨学金借用証書」に、連帯保証人の「印鑑証明書」 

及び「所得証明書」の添付が必要となる。  

（２）申請書、借用書の自署等  

申請書、借用書は、奨学生本人及び連帯保証人それぞれが自署、押印（シャチハ  

タ等の自動印は不可）すること。  

なお、連帯保証人の印鑑は、印鑑証明書の印鑑であること。  

また、自署でない場合は、申請書、借用書の再提出を求めることになる。  

（３）奨学金の繰り上げ返還等  

奨学金貸与期間又は返還期間中に、奨学生が学籍を失ったり、適当でない行為  

があったりした場合などには、（公財）日教弘は規定により貸与した奨学金の全額

を直ちに返還請求する。  

（４）奨学金の返還猶予又は減免  

    災害等により奨学金の返還が困難と認められる場合には、規定により猶予又は  

減免を行う場合もある。  

（５）延滞金  

    債務者等（奨学生又は連帯保証人）が年賦の返済を延滞したときは、規定に基

づき延滞金を徴収する。  

（６）成果報告書の提出  

    卒業後、速やかに卒業論文概要又は学習成果報告書及び奨学金の主な使途を記  

載した報告書（Ａ 4 判１枚の所定の様式）を提出すること。  


